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島根地方最低賃金審議会 島根県最低賃金専門部会  

第３回会議 議事録 

                    

１ 日  時  令和５年８月７日（月） 午後１時３０分～午後４時０５分 

２ 場  所  松江地方合同庁舎 共用第４会議室 

３ 出 席 者  公益代表委員   出席３名  定数３名 

        労働者代表委員  出席３名  定数３名 

        使用者代表委員  出席３名  定数３名 

４ 主要議題  ○ 金額審議 

 

【部会長】 ただいまから島根地方最低賃金審議会島根県最低賃金専門部会第３回会議を

開会します。 

事務局から本日の配付資料の確認をしてください。 

 

【指導官】 本日は、会議次第が１枚です。以上です。 

 

【部会長】 次に、事務局から「定足数」及び「会議の公開状況」を報告してください。 

 

【指導官】 委員の出席状況を報告します。本日は、全員に出席をいただいております。

最低賃金審議会令第５条第２項により、本日の会議は定足数を満たており有

効に成立しますことを御報告いたします。 

また、本日の会議及び議事録につきましては公開となっております。 

本日の会議の公開につきましては、本庁舎の掲示板及び島根労働局ホーム

ページに７月２８日から８月３日まで掲示いたしました結果、４名の傍聴希

望者があり、本日４名の方が傍聴されますので併せて御報告いたします。    

なお、傍聴人のうち報道機関の方には頭撮りを許可しておりますので御承

知おきください。 

 

【部会長】 本日の会議は公開しております。 
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ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団

体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見交換若しく

は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、島根地方最低

賃金審議会最低賃金専門部会運営規程第５条第１項に基づき、以降の会議を非

公開とする場合がありますことを傍聴人の方々は予め御承知おき願います。 

 

【部会長】 では会議次第２の金額審議に入ります。 

前回８月３日の第２回専門部会において、労働者側委員からは、前回も主

張したとおり肝心なのは人手不足に対応していくことであり、特に若者の定

着と思っている。 

昨今の物価上昇により生計費を保てない労働者がたくさん出てきているの

で、その方の処遇改善が責務であり、他地域との格差縮小も必要である。 

目安通り４０円引き上げたとすると、月５，７００円弱、ボーナスなしな

ら年額にして７万ほど増えるが、手取りにすると月１０～１２万円、家賃は

松江で４万円程度を引くと１日当たりの食費は１，０００円以内の生活とな

り、娯楽、交際費、外食をゼロにしないと無理となる生活が想定される。文

化的な生活を営むために最低賃金を引き上げたい。 

額差縮小に向けて、Ｂランクの議論の中で９００円、１，０００円の議論

をしたいが、島根はＢランクとはいえ下位に位置し、Ｃランクとの差があま

りないのが現状であり、まずはＢランクの中位となるように議論をしたい。

との発言がありました。 

一方、使用者側からは、消費者物価は上がっているが、企業物価・エネル

ギー代はそれ以上に影響を受けており、特に中小零細企業は影響が大きい。 

ゼロゼロ融資の返済が始まったことに加え、１０月にはインボイス制度が

始まるのがマイナス要因であり、負担増となるため賃金引上げという方向性

は理解するが大きな引き上げは厳しい。 

例えば、労働集約型の飲食・宿泊は人手不足のため、予約を受けたくても

受けられない状況があり、人件費割合が高く賃金引上げの影響は大きい。 
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考え方としてＢランクの中位にということは分かるが、データに基づいて

おらず根拠が乏しい。きちっと説明できるよう納得できるものにしたい。と

の発言がありました。 

前回審議では、労使の間で引上げ額に大きな開きがあり、今回の専門部会

に持ち越すことになっていました。 

労使それぞれ御検討いただいた上で部会に臨んでおられると思いますので、

引き続き労使双方から御意見をいただき金額についての審議を深めたいと思

います。よろしくお願いします。 

まず、本日の審議にあたりまして、冒頭のところで全体に向けまして何か

ご発言があれば御伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

     （「ありません」） 

無いようであれば、この後は労使別室に分かれて、それぞれ個別にお話を

させていただくことにしたいと思います。 

それではこれからは具体的な金額審議に入ることになります。公開するこ

とにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれや、個人若しくは団体の権

利利益が不当に侵害されるおそれ、率直な意見交換若しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれがありますので、島根地方最低賃金審議会最低

賃金専門部会運営規程第５条第１項に基づき、これからは非公開といたしま

す。また、第６条第２項により議事録も非公開とし、同条第３項により議事

要旨を公開します。 

傍聴人の皆様は、恐れ入りますが御退出願います。  

 

（退席のため中断） 

（以下、議事要旨のみ公開） 


